
（北海道経済部観光局） 

 

６ 登録申請等に必要な書類、添付すべき手数料額（北海道収入証紙）の一覧 

(１) 必要な書類 

   登録申請時等に必要な書類、添付すべき証紙は以下表のとおりです。 

区 分 登 録 訂 正 再交付 取 消 補 足 

全国通訳案内士登録申請書 〇    法施行規則第 16 条別記第４号様式 

登録事項変更届出書  〇   法施行規則第 19 条別記第６号様式 

登録証再交付申請書   〇  法施行規則第 20 条別記第７号様式 

登録取消事由届出書    〇 参考 別紙第１号様式 

全国通訳案内士登録証  〇 〇 〇 法施行規則第 18 条別記第５号様式 

健康診断書 〇    医師法(昭和 23 年 7 月 30 日法律第 201 号)

による医師免許の交付を受けた者による健

康診断書 

参考 別紙第２号様式 

合格証書の写し 〇  〇  法施行規則第４条別記第１号様式 

誓約書（通訳案内士） 〇    要領別記第１号様式 

写真２枚 〇 〇 〇  最近６月以内に撮影した無帽、正面、上半

身、無背景の縦３㎝、横 2.5 ㎝のもの 

裏面に氏名を記入 

全国通訳案内士登録証用 １枚 

登録行政庁保管用 １枚 

代理権限授権書 

(非居住者を代理する権限を

付与したことを証する書面) 

〇    参考 別紙第３号様式 

本邦内に住所を有しない者に限る 

代理人が法人の場合、定款又は寄付行為及

び登記事項証明書を添付 

誓約書（代理人） 〇    要領別記第２号様式 

住民票抄本等 〇   〇 外国人の場合、パスポートの提示及び写し

の提出が必要 

登録事項の変更が行われた

ことを証する書面 

 〇   住所変更については、住民票抄本 

氏名変更については、戸籍抄本 

代理人変更については、代理権限授権書及

び誓約書（代理人） 

登録取消事由を証する書面    〇 死亡した場合及び一年以上の懲役又は禁錮

の刑に処せられた場合 

申請手数料 

（北海道収入証紙） 

円 

5,200  

円 

4,100  

円 

4,100  

  

・ 住民基本台帳法に基づく「本人確認情報」を利用する場合は、住民票抄本の添付は不要 

 

    ・ その他 

   Web 公開に関する意向調査 

 



 (２) 申請書に記載する氏名及び住所 

    申請書に記載する氏名及び住所については、日本語（中国語・韓国語の氏名及び住所を

有する申請者が漢字で記載する場合を含む。）と英語を併記してください。 

申 請 者 表 記 氏  名 住  所 

日本国籍を有する者 日本語 住民票等に記載されているもの 住民票等に記載されているもの 

英 語 上記内容をローマ字で記載 記載不要 

外国人登録を受けた者 日本語 登録されているものを漢字又はカ

タカナで記載 

登録されているもの 

英 語 パスポートに記載されているもの 記載不要 

非居住者 日本語 漢字又はカタカナで記載 漢字又はカタカナで記載 

英 語 パスポートに記載されているもの 英語又はローマ字で記載 

 

 (３) 留意事項 

  ア 登録申請は本人による窓口申請とし、非居住者にあっては代理人とともに窓口でパスポ

ートを提示の上、申請するものとします。 

  イ 婚姻、離婚等による氏の変更は、「訂正」となります。 

  ウ 他都府県からの転入、道内での住所の変更は、「訂正」となります。 

（法第２３条、施行規則第１９条） 

  エ 「再交付」の必要書類の「全国通訳案内士登録証」は、著しく損じた場合であり、旧通

訳案内業法の免許証を含みます。         （法第２４条、施行規則第２０条） 

  オ 旧通訳案内業法の免許証を通訳案内士法の登録証に書き換える場合は、再交付として扱

い、免許証は返納させるものとします。 

（施行規則附則（平成１８年３月１５日国土交通省令第１０号第３条）） 


